
離島通話料（離島振興に伴う特例扱い）
　離島にある当社指定の単位料金区域（MA）と、その離島と社会的・経済的諸条件及び通話の交流上密接な関係にある当社指定のMAとの相互間の通話については、特例として隣接区域内にお
ける通話料金を適用しています。
（離島へは、海底ケーブルを敷設する等、通常よりも多くのコストがかかっていますが、離島振興及びユニバーサルサービスの観点から特例扱いとしています）

＊

特例扱いの対象となるMA

（例）離島と通話需要等の面でもっとも緊密な関
係を有する近隣MA1ヵ所に対して、隣接料
金を適用します。
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〈  〉内は平日昼間3分間通話した場合の料金 同一県内にある離島MA相互間の通話料金

・沖縄県については、特例として九州本土最南端のMAに位置するものとみなして、全国との
通話地域間距離を算定しています。*
・沖縄県内の各MA（那覇、名護、南大東、沖縄宮古、八重山）相互間は90秒までごとに11円
（税込）となっています。

沖縄県の通話料

〈  〉内は平日昼間3分間通話した場合の料金

（注）上記のほか、壱岐・対馬（郷ノ浦MA、対馬佐賀MA、厳原MA）と長崎MAとの間について、90秒までごとに11円（税込）。
＊再編成以降、NTTグループにおいては、NTTコミュニケーションズが提供しています。
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＊再編成以降、NTTグループにおいては、 NTTコミュニケーションズが提供しています。
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（参考）閉番号化

　一般的に同一MA内では市外局番が同じであり、市内局番からダイヤルすることで通話が
できるようになっています。
　しかし、一部の地域においては、その地域に局番を付与した当初からの経緯等により、同一
MA内に複数の市外局番が存在し、同一MA内であっても市外局番からダイヤルしなければ
ならない場合があります。
　そのため、地域からの要望に応じて、該当地域の市外局番が統一されることがあります。
　これを「閉番号化」と呼びます。

※最近の市外局番変更状況（計画含む）については、
　https://www.ntt-west.co.jp/open/sigai_henkou/sigaikyokuban.html　でご覧いただけます。

（参考）最近の市外局番変更状況
県名

岡山

山口

福岡

備考
市町村合併に伴い、福渡MAより北区御津・建部町地区
及び久米南町、岡山瀬戸MAより東区瀬戸町地区、玉野

MAより南区灘崎町地区を、岡山MAへ編入
市町村合併に伴い、小郡MAより旧山口市南部、旧小郡町、

旧秋穂町が、山口MAに統合

直方MAより飯塚市頴田地区が、飯塚MAに統合

鞍手郡小竹町（宮若市の一部を含む）の市外局番について
４桁に変更

MA名

岡山

山口

飯塚

直方

変更前市外局番

0867-××-××××
08636 -×-××××

083-×××-××××
08396 -×-××××
09496 -2 -××××
09496 - 6 -××××
09496 -2 -××××
09496 - 6 -××××

変更後市外局番

086-×××-××××

083-×××-××××
08396 -×-××××
0948 -92 -××××
0948 -9 6 -××××
0949 - 62 -××××
0949 - 6 6 -××××

実施日

2013年5月1日

2013年12月1日

2021年10月1日～
2021年11月30日

2022年3月1日
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